
Ｑ
１　
第
三
号
被
保
険
者
と
は
な
ん
で
す

か
？　

Ａ　

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者
で

あ
る
夫（
妻
）に
扶
養
さ
れ
て
い
る
、
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
妻（
夫
）を
国
民
年

金
の
第
三
号
被
保
険
者
と
い
い
ま
す
。

Ｑ
２　
第
三
号
被
保
険
者
の
届
出
を
す
る

と
、
配
偶
者（
厚
生
年
金
・
共
済
組
合

加
入
者
）の
保
険
料
の
負
担
が
増
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　

第
三
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
配

偶
者
の
給
料
か
ら
の
天
引
き
で
は
な

く
、
配
偶
者
の
加
入
し
て
い
る
厚
生
年

金
や
共
済
組
合
が
制
度
全
体
と
し
て
負

担
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

し
た
が
っ
て
、
第
三
号
被
保
険
者
の

届
出
を
し
て
も
、
そ
の
配
偶
者
の
保
険

料
の
負
担
が
増
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

Ｑ
３　
第
三
号
被
保
険
者
と
な
れ
る
基
準

は
な
ん
で
す
か
？
ま
た
届
出
は
ど
こ

で
行
う
の
で
す
か
？

Ａ　

生
活
費
の
二
分
の
一
以
上
を
配
偶
者

の
収
入
で
ま
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う

t
配
偶
者
が
65
歳
に
な
っ
た
と
き

※
配
偶
者
が
厚
生
年
金
保
険（
共
済
組
合
）

に
加
入
し
て
い
て
も
、
そ
の
配
偶
者
が

65
歳
に
な
っ
た
場
合
は
第
三
号
被
保
険

者
の
資
格
を
失
い
ま
す
。
配
偶
者
が
65

歳
に
な
る
前
日
に
あ
な
た
は
第
一
号
被

保
険
者
と
な
り
、
そ
の
月
の
分
か
ら
国

民
年
金
保
険
料
が
か
か
り
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
場
合
も
、
届
出
を
し
な
い
と

将
来
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
、
減
額
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
変
更
と
な
っ
た
日
か
ら
二
週
間

以
内
に
忘
れ
ず
に
届
出
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

手
続
き
に
持
参
す
る
も
の
は
、

◎
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
）

◎
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
日
を
確

認
で
き
る
書
類（
厚
生
年
金
・
健
康
保
険

等
喪
失
証
明
書
な
ど
）

◎
認
印（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

第
三
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
が
就
職
し
て

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
た
場
合

※
ご
自
身
の
勤
務
先
と
、
配
偶
者
の
勤
務

先
の
両
方
に
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

年
金
だ
よ
り

1
９
７
３
‐
５
４
９
８

　

退
職（
失
業
）時
の
特
例
免
除
制
度

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困

難
な
場
合
、
市
区
町
村
役
場
に
申
請
し
て
、

認
め
ら
れ
れ
ば
保
険
料
の
納
付
を
免
除
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
申
請
免
除

に
は
所
得
制
限
が
あ
り
、
申
請
者
本
人
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
世
帯
主
、
配
偶
者
の
前

年
の
所
得
も
審
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

特
に
、
配
偶
者
が
免
除
申
請
す
る
年
度
又

は
そ
の
前
年
度
に
退
職（
失
業
）し
た
場
合

は
、「
特
例
免
除
」と
い
っ
て
、
退
職
し
た

配
偶
者
本
人
の
所
得
の
状
況
を
除
外
し
て

審
査
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
所
得
制
限
の
審

査
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
り
ま
す
。

　

退
職
特
例
免
除
の

　
　
　
　
　
　

手
続
き
に
必
要
な
書
類

○
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
者
票
等

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
年
金
課
ま
た

は
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◎
コ
ザ
年
金
事
務
所

　

国
民
年
金
課
…
1
９
３
３
‐
３
４
３
７

　
　
　
　
　
　
　

1
９
３
３
‐
３
４
３
８

◎
市
役
所
年
金
課
…
1
９
７
３
‐
５
４
９
８

第
三
号
被
保
険
者
に
か
か
る
届
出
に
つ
い
て

第
三
号
被
保
険
者
に
か
か
る
届
出
に
つ
い
て

�3月号　広報うるま 2010

か
、
年
収
百
三
十
万
円
未
満
で
あ
る
か

な
ど
が
目
安
と
な
り
ま
す
。
保
険
料
を

納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
配
偶

者
の
勤
務
先
に
第
３
号
被
保
険
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
届
出
て
、
資
格
を
得
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

健
康
保
険
の
被
扶
養
者
の
届
出
と
一

緒
に
で
き
ま
す
。
ま
た
、
配
偶
者
が
転

職
し
て
会
社
が
変
わ
っ
た
と
き
に
は
、

新
し
い
勤
務
先
に
届
出
が
必
要
で
す
。

Ｑ
４　
第
三
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た

と
き
の
届
出
は
ど
こ
で
行
う
の
で
す

か
？

Ａ　

市
町
村
の
年
金
担
当
窓
口
で
行
い
ま

す
。
次
に
該
当
す
る
方
は
届
出
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

q
配
偶
者
が
退
職（
失
業
）し
た
と
き

※
配
偶
者
が
会
社
を
や
め
る
と
、
第
二
号

被
保
険
者
か
ら
第
一
号
被
保
険
者
と
な

り
、
ま
た
、
あ
な
た
も
第
三
号
被
保
険

者
か
ら
第
一
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す

w
収
入
が
増
え
て（
年
収
百
三
十
万
円
以

上
）、
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と

き
e
配
偶
者
と
離
婚
し
た
と
き

r
配
偶
者
が
死
亡
し
た
と
き


